
共同受信施設や公共施設の電気

設備の適正な管理を進めます！

『声のラン』～声の「花」を咲かせましょう！

広報ちとせ７月号 　15

　今年４月に新設した電気設備

課は、共聴施設係、電気設備係、

主査（地デジ担当）の３係５名

体制で、公共施設の電気設備の

整備や維持管理などを担当して

います。

　共聴施設係は、基地周辺共同

受信施設の更新工事などを行っ

ています。

　電気設備係は、学校や公営住

宅などの公共施設の電気工事、

新星・蘭越地区共同受信施設の

維持管理などを行っています。

　主査（地デジ担当）は、基地

周辺共同受信区域内の受信相談

や地上デジタル放送の開始に伴

う「受信障害が解消される区域」

にお住まいの方を対象とした基

地周辺共同受信区域内屋外アン

テナ設置費の助成などを行って

います。

　環境にやさしいまちづくりを

進めるため、現在、建設を予定

している公共施設などでの省エ

ネルギー型の照明器具の設置や

太陽光発電の採用など、自然エ

ネルギーの活用に取り組んでい

ます。

【お問い合わせは】

共聴施設係

(24)０１３５

電気設備係

(24)０７５４

主査（地デジ担当）

(24)０３２４

◎ 電気設備課 ［西庁舎１階］

市
の
組
織
に
は
、
90
種
類
の
課(

セ
ク
シ
ョ
ン)

が
あ
り
ま
す
。(

平
成
22
年
4
月
１
日
現
在
、
派
遣
職
員
の
所
属
を
除
く)

皆
さ
ん
は
、
市
役
所
が
ど
の
よ
う
な
「
し
ご
と
」
を
し
て
い
る
の
か
ご
存
じ
で
す
か
？

【ワンポイントメモ】

市議会の日程は、市ホームペー

ジやちとせ市議会だより、公共

施設でのポスターの掲示でお知

らせしています。議場で開かれ

る本会議などは、市ホームペー

ジから生中継で配信しています

のでご覧ください。
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「いまさら、なかなか聞けない

わ」ということはありませんか？

小さなことでも、正しく理解し

ていただくために、「イマハナ」コーナ

ーでは、皆さんのささやかな疑問にお答

えします。
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広報ちとせは町内会に加

入しないともらえないの？

【詳細】広報広聴課広報係 (24)０１０４

市は、「広報ちとせ」と ｢ 市民カレンダー

｣ の配布を市内の業者などに委託し、「広

報ちとせ」は毎月１０日までに、「市民カ

レンダー」は毎月１日までにお届けしてい

ます。どちらも市内のすべての家庭にお届

けしていますので、町内会の加入に関係な

く受け取ることができます。市内に新しく

転入した方や表札がなく入居状況が分から

ないことがありますので、届かないときは

広報広聴課までお知らせください。
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